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要約 

ラムサール条約湿地選定基準の５と６に「水鳥に基づく特定基準」があります。基準５は２万羽以上の水

鳥を、基準６は水鳥の生物地理学的個体群の１％以上の個体を、定期的に支える湿地を国際的に重要とみ

なすというものです。基準６を運用するために条約は国際湿地保全連合に対して、世界中の水鳥の個体群

推定をとりまとめて１％基準値を算定し、それらを定期的に刊行するように要請しています。2007年初頭

に最新の第４版が入手できるようになりましたので、そこから日本で適用できる個体群の１％基準値の情

報を付表（p.4-8）にまとめました。以下の解説や注意点などをご参照の上、国内各地の湿地の水鳥にとっ

ての重要性の評価にご活用ください。また条約湿地ではその再評価に用いて条約へ提出する湿地情報票の

更新にお役立てください。 

 

背景 

 

 ラムサール条約の「国際的に重要な湿地のリスト」

に締約国が自国の湿地を登録するには、その湿地が条

約の基準を満たして『国際的に重要である』というこ

とを示さなくてはなりません。この際に用いる条約の

基準は条約条文には示されておらず、条約が 1971年

に締結されたのちに条約の緊急の課題として策定作

業が開始されました。 

 

 現在用いる基準は、2005年の第９回締約国会議に

よる改訂を受け、「国際的に重要な湿地のリスト拡充

の戦略的枠組み，第３版（2006年版）」の第５章にま

とめられています。現在９種あるうちの基準５と６が

「水鳥に基づく特定基準」です。 

基準５：定期的に２万羽以上の水鳥を支える場合に

は、国際的に重要な湿地とみなす。 

基準６：水鳥の一の種または亜種の個体群において、

個体数の１％を定期的に支えている場合には、国

際的に重要な湿地とみなす。 

この水鳥に基づく基準が、現在のかたちになったのは

1987年にカナダのレジャイナで開催された第３回締

約国会議の勧告３.１でした。 

 国際的に重要な湿地のリスト拡充の戦略的枠組
み，第３版：http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/ 
cop9/key_guide_list_j.htm． 

 

 

 基準６は「１％基準」として知られるものですが、

ラムサール条約の創設を目指して 1960年代に継続的

に開かれた国際会議のなかで、水鳥の生物地理学的個

体群を保全の単位としてその個体群の１％以上の個

体を支える湿地を国際的に重要であると認めること

が提唱され、のちに条約湿地選定基準に組み入れられ

ました（この経緯は Scott & Rose 1996 に詳しく紹介

されています）。 
 

 この基準６を運用するためには、水鳥各種において、

その保全の単位となる生物地理学的個体群を峻別
しゅんべつ

し、

各個体群の大きさを推定して、選定基準に用いるその

１％値を算定しなければなりません。そこで 1993年、

釧路での第５回締約国会議は、ＩＷＲＢ
国際水禽湿地調査局

（現在の国

際湿地保全連合）に対して、そのための世界中の水鳥

の個体群推定を編纂して定期的に刊行することを決

議５.９「国際的に重要な湿地を特定するためのラム

サール基準の採択」で要請しました。1960年代から

国際水鳥センサスを進めてきたＩＷＲＢは、このとき

すでにその第１版の原稿を準備し、同事務局長のモー

ザー博士がこの釧路会議の技術分科会Ｄでスライド

報告し、この決議に結びつきました。翌 1994年に第

１版が刊行されました（Rose & Scott 1994）。最新の個

体群推定は 2006年の第４版（実際に入手できるよう
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になったのは 2007年初頭）で、次版が刊行されるま

で（2009年か、遅くとも 2010年はじめまで？）、条

約湿地選定基準に適用されます。 

 決議５.９：http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/ 
cop5/key_res_5.9_j.htm． 

 

水鳥個体群の最新の１％基準値の適用 

 

 この「水鳥の個体群推定 Waterbird Population 

Estimates」第４版（Wetlands International 2006）に示

されるデータを日本で運用しやすいように、日本で適

用できる水鳥個体群を抜き出して、種名など日本語名

を与えた資料を付表（p.4-8）に準備しました。同書に

１％基準値が未算定で示されていない個体群は、実際

に適用できませんので、省いてあります。各地の湿地

の国際的重要性を評価するためにご活用ください。す

でに条約湿地に指定されているところでも、この新た

な基準値に基づいて近年の生息数を再評価して、認識

を新たにすることができるでしょう。生息する水鳥の

種または亜種のなかで、新たに国際的重要性を示す個

体群が認められるかもしれません。 

 

 条約湿地の情報を記述して条約に提出する「湿地情

報票（ＲＩＳ）」は定期的（少なくとも６年ごと）に

情報を更新することとされており（決議Ⅵ.13）、第９

回締約国会議の決議Ⅸ.１付属書Ｂによって 2006－

2008年に用いるために改訂された最新の様式を、世

界のすべての条約湿地の情報更新に用いるように、特

に 2002年の第８回締約国会議以前に湿地情報票を提

出している条約湿地はつぎの第 10回締約国会議

（2008年）までにその情報更新を提出することが、

決議Ⅸ.１や、決議Ⅸ.８、決議Ⅸ.15に指示されていま

す。このような情報更新の際には、この第４版の基準

値を用いた再評価を盛り込むことが望まれます。 

 ラムサール条約湿地情報票，2006－2008年版：
http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/key_ris_ 
j.htm． 

 

 このページにリンクして、エクササイズ用のエクセ

ルファイルを準備してみました。各個体群の１％基準

値を一覧し、その脇に読者が生息数を入力する欄、そ

してそれが１％基準値の何倍にあたるかを示す計算

式を入れた欄があります。各湿地での評価の作業に利

用いただければと思います。 

 付録：１％基準値適用作業用エクセルファイル：
http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/ovwpe4dxls.zip． 

 

 適用にあたって注意すべき点をいくつか述べます。

これらは、「戦略的枠組み」の条約湿地選定基準６適

用指針に指示されるもの（同指針の段落番号も示しま

す）や「水鳥の個体群推定」原書に解説されるものな

どです。 

 

注意点１． 

まず水鳥にとっての重要性を判断すべき湿地の範

囲を設定します。ラムサール条約ではその範囲の大

きさの条件はありません。日本最大の湖である琵琶

湖やさらにはその集水域までをひとつの範囲とし

ても、その一部を区切っても、その保全上の意義が

認められる限りかまわないわけです。その範囲が決

まれば、その範囲の湿地が支える水鳥の生息数を把

握し、別紙の１％基準値に照らし合わせます。その

湿地が１％基準値以上の数を支える水鳥個体群が

あれば、その個体群にとって国際的に重要な湿地で

あると考えられます。 

注意点２． 

個体群推定（個体群の峻別や分布とその大きさ）と

１％基準値は、水鳥の個体群変動によっても、知見

の集積によっても、変更が加えられて改版されます。

2006年刊行の第４版（付表）は、おおむね 2000年

頃以降の新たなデータや知見によって旧版からの

改定が施されています。従って、評価する湿地の水

鳥の情報も 2000年頃以降のデータに対して、この

基準値が適用できます。なお、ひとつまえの第３版

は 1990年代（あるいはそれ以前）の知見に基づい

ていると考えられます。 

注意点３． 

基準５も６も『定期的に』水鳥個体群を支えると記

述されますが、この『定期的に』という用語につい

ては「戦略的枠組み」添付文書Ｅの用語集に説明が

あります。 

 すなわち、実際に運用する場合は、少なくとも３

シーズンの生息数データが必要であり、 

（ⅰ）その３シーズンのうちの２シーズン以上で

（２万羽または１％の）基準を満たす、 

あるいは 

（ⅱ）５シーズンの最大値の平均が同じく基準を満
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たす、 

のどちらかであれば国際的に重要であると認めら

れます。 

 「戦略的枠組み」添付文書Ｅ用語集： 
http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/key_ 
guide_list_apdxej.htm． 

注意点４（基準６適用指針段落 88）． 

同一種の異なる複数の個体群が渡来し、それらを野

外で区別して生息数を計測できない場合は、当該複

数個体群の１％基準値の大きいものの値を用いて

当該湿地の重要性を評価することができます。 

 日本でこのような状況がおこるのは、ヒシクイ

（亜種オオヒシクイ個体群と亜種ヒシクイ個体群）、

ならびにオオソリハシシギ（亜種コシジロオオソリ

ハシシギ個体群と亜種オオソリハシシギ個体群）の

２つのケースが考えられます。調査研究ならびにモ

ニタリングを向上させて、個体群ごとの生息数を把

握できるよう努めることが肝要ですが、まだ至らな

い場合は、付表から各種の大きい個体群の１％基準

値、すなわち、ヒシクイ 800羽、オオソリハシシギ

1,700羽を用いて評価します。 

注意点５（基準６適用指針段落 91）． 

種群や種によっては、各湿地を利用する同一個体群

の群れが、生息期間中に入れ換わっていることがあ

ります。その湿地が支える水鳥の個体群は、必ずし

もある時に計測された個体数の最大値ではなく、そ

のように入れ換わりつつ生息する個体のすべてと

して評価し得ます。どの程度の入れ換わりがおこっ

ているのかは、直接観察や人工衛星発信機を用いた

追跡などによって渡りの時期やその群れサイズを

把握したり、標識個体の生息期間からの推定などに

よって把握することができます。東アジア・オース

トラリア地域シギ・チドリ類重要生息地ネットワー

クでは、シギ・チドリ類では渡りの中継地において

おおむね４回程度の入れ換わりがあるものと仮定

して、その参加基準を運用しています（0.25％基準）。

条約湿地選定のためには、可能な限り各々の湿地に

おいて調査研究に基づいて入れ換わりを推定し、湿

地が支える個体群の大きさを導いて１％基準値を

用いて評価します。 

 東アジア・オーストラリア地域シギ・チドリ類重
要生息地ネットワーク参加基準一覧：

http://www.chidori.jp/network/standard.htm． 

水鳥の個体群推定や条約湿地選定基準６にかか

る課題 

 

課題１． 

条約が湿地情報票を定期的に更新することを要請

するのは、条約のためというよりも、各々の湿地の

利益を考えてのことです。つまり、湿地の生態学的

特徴が変化していないか、各湿地がモニタリング活

動を通じて監視し適切に対処してゆくためのツー

ルとして、湿地情報票を活用できるように設計され、

また徐々に改善されているのです。基準６を用いた

湿地の再評価も同様に、水鳥個体群にとっての各湿

地の重要性に変化が起きていないかを点検し、変化

が起きていればその変化を招く湿地の機能等の変

化を探って対処する契機にすることが大切です。 

課題２． 

水鳥の個体群変動をモニタリングし、また知見の集

積によって、より正確な個体群推定と１％基準値を

算定することは、条約湿地のネットワークの拡充と

その保全価値を高めることに結びつきます。決議Ⅵ.

４や決議Ⅷ.38は締約国に対して、そのために水鳥

の生息数のデータを提供することや国際湿地保全

連合が進める国際水鳥センサスの自国内での実施

と発展を支援することを要請しています（基準６適

用指針段落 87）。国内での統合的な調査が組まれて

いるガンカモ類やシギ・チドリ類はもちろんのこと、

それら以外の水鳥についても情報が提供できるよ

うに、わが国各地の湿地での調査が期待されていま

す。2007年現在、アジア水鳥センサスに対する日

本の窓口は環境省野生生物課ですので、必要に応じ

てご連絡下さい。 

 決議Ⅵ.４「水鳥に関する特別基準を運用するため
の個体群の数算出方法の採択」：http://www.biwa.ne. 
jp/%7enio/ramsar/cop6/key_res_vi.4_j.htm． 

 決議Ⅷ.38「水鳥個体数推定と国際的に重要な湿地
の特定及び指定」：http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ 
ramsar/cop8/key_res_viii_38_j.htm． 

 環境省：http://www.env.go.jp/． 

 

引用文献（アルファベット順） 

 

日本鳥学会．2000．「日本鳥類目録 改訂第６版」．日

本鳥学会，帯広，345頁．［正誤表（2007年）：日

本鳥学会 http://wwwsoc.nii.ac.jp/osj/japanese/ 
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付表．条約湿地選定基準６に用いる日本の水鳥個体群の１％基準値一覧 

 
「水鳥の個体群推定 第４版 Waterbird Population 

Estimates -- Fourth Edition」（Wetlands International 2006）
より作成、アジア・太平洋地域渡り性水鳥保全戦略国

内事務局、2007年。 
・以下の分類は「水鳥の個体群推定 第４版」のとおり 
であり、「日本鳥類目録 改訂第６版」（日本鳥学会  
2000）より該当する種または亜種の和名を与えた。 

・「水鳥の個体群推定 第３版 Waterbird Population 
Estimates -- Third Edition」（Wetlands International 2002）
より変更のあったもののみ、括弧【 】内に第３版 
の１％基準値を示した。 

・この表に示されない種や個体群については、基準値 
が未算定などの理由により、日本では適用できない。 

 
アビ科 GAVIIDAE 
種名（学名）個体群名 １％基準値

アビ（Gavia stellata）東アジア越冬個体群 1,000羽

シロエリオオハム（Gavia pacifica）東アジア個体群 1,000羽

ハシジロアビ（Gavia adamsii）シベリア北極圏個体群 100羽
 
カイツブリ科 PODICIPEDIDAE 
種名（学名）個体群名 １％基準値

カイツブリ（Tachybaptus ruficollis）亜種カイツブリ poggei 個体群（亜種全域） 10,000羽

アカエリカイツブリ（Podiceps grisegena）亜種アカエリカイツブリ holboellii 東アジア個体群 
 【第３版：1,000羽】 

500羽

カンムリカイツブリ（Podiceps cristatus）亜種カンムリカイツブリ cristatus 東アジア越冬個体群 
 【第３版：250羽】 

375羽

ミミカイツブリ（Podiceps auritus）亜種ミミカイツブリ auritus 東アジア越冬個体群 
 【第３版：1,000羽】 

250羽

ハジロカイツブリ（Podiceps nigricollis）亜種ハジロカイツブリ nigricollis 東アジア越冬個体群 1,000羽
 
ウ科 PHALACROCORACIDAE 
種名（学名）個体群名 １％基準値

カワウ（Phalacrocorax carbo）亜種カワウ hanedae 個体群（亜種全域） 550羽

ウミウ（Phalacrocorax capillatus）東アジア個体群（種全域） 1,000羽

チシマウガラス（Phalacrocorax urile）太平洋北部個体群（種全域） 2,000羽
 
サギ科 ARDEIDAE 
種名（学名）個体群名 １％基準値

アオサギ（Ardea cinerea）亜種アオサギ jouyi 東アジア・東南アジア個体群 10,000羽

チュウダイサギ（Ardea modesta）東アジア越冬個体群 1,000羽

チュウサギ（Ardea (Mesophoyx) intermedia）亜種チュウサギ intermedia 東アジア・東南アジア個体群 1,000羽

ムラサキサギ（Ardea purpurea）亜種ムラサキサギ manilensis 東アジア・東南アジア個体群 1,000羽

アマサギ（Ardea (Bubulcus) ibis）亜種アマサギ coromanda 東アジア・東南アジア個体群 10,000羽

コサギ（Egretta garzetta）亜種コサギ garzetta 東アジア・東南アジア個体群 10,000羽

カラシラサギ（Egretta eulophotes）東アジア・東南アジア個体群（種全域） 30羽

クロサギ（Egretta sacra）亜種クロサギ sacra 東アジア・オーストラリア地域沿岸個体群（亜種全域） 10,000羽
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サギ科（つづき） 
種名（学名）個体群名 １％基準値

ゴイサギ（Nycticorax nycticorax）亜種ゴイサギ nycticorax 東アジア・東南アジア個体群 10,000羽

ミゾゴイ（Gorsachius goisagi）東アジア・東南アジア個体群（種全域） 6羽

サンカノゴイ（Botaurus stellaris）亜種サンカノゴイ stellaris 南アジア・東アジア越冬個体群 1,000羽

ヨシゴイ（Ixobrychus sinensis）東アジア・東南アジア個体群 10,000羽

オオヨシゴイ（Ixobrychus eurhythmus）東アジア・東南アジア個体群（種全域） 250羽

リュウキュウヨシゴイ（Ixobrychus cinnamomeus）東アジア・東南アジア個体群 10,000羽
 
トキ科 THRESKIORNITHIDAE 
種名（学名）個体群名 １％基準値

ヘラサギ（Platalea leucorodia）亜種ヘラサギ major 東アジア個体群  【第３版：65羽】 100羽

クロツラヘラサギ（Platalea minor）東アジア個体群（種全域）  【第３版：10羽】 15羽
 
カモ科 ANATIDAE 
種名（学名）個体群名 １％基準値

オオハクチョウ（Cygnus cygnus）東アジア個体群 600羽

コハクチョウ（Cygnus columbianus）亜種コハクチョウ jankowskii 個体群（亜種全域） 
 【第３版：860羽】 

920羽

ヒシクイ（Anser fabalis）亜種オオヒシクイ middendorffi 個体群（亜種全域）  【第３版：600羽】 800羽

ヒシクイ（Anser fabalis）亜種ヒシクイ serrirostris 個体群（亜種全域）  【第３版：550羽】 700羽

マガン（Anser albifrons）亜種マガン frontalis 東アジア個体群  【第３版：1,300羽】 1,800羽

カリガネ（Anser erythropus）シベリア中央部・東部繁殖個体群  【第３版：140羽】 200羽

コクガン（Branta bernicla）亜種コクガン nigricans 東アジア越冬個体群  50羽

ツクシガモ（Tadorna tadorna）東アジア越冬個体群 1,300羽

オシドリ（Aix galericulata）日本越冬個体群 400羽

ヒドリガモ（Anas penelope）東アジア越冬個体群 7,500羽

ヨシガモ（Anas falcata）中央アジア・東アジア個体群（種全域） 350羽

オカヨシガモ（Anas strepera）亜種オカヨシガモ strepera 東アジア越冬個体群 7,500羽

トモエガモ（Anas formosa）東アジア個体群（種全域）  【第３版：3,000羽】 5,000羽

コガモ（Anas crecca）亜種コガモ crecca 東アジア・東南アジア越冬個体群 8,000羽

マガモ（Anas platyrhynchos）亜種マガモ platyrhynchos 東アジア越冬個体群 15,000羽

カルガモ（Anas poecilorhyncha）亜種カルガモ zonorhyncha 個体群（亜種全域） 12,000羽

オナガガモ（Anas acuta）東アジア・東南アジア個体群  【第３版：7,500羽】 2,500羽

シマアジ（Anas querquedula）東アジア・東南アジア越冬個体群  【第３版：10,000羽】 1,500羽

ハシビロガモ（Anas clypeata）東アジア・東南アジア越冬個体群  【第３版：7,500羽】 5,000羽

ホシハジロ（Aythya ferina）東アジア越冬個体群  【第３版：8,000羽】 3,000羽

キンクロハジロ（Aythya fuligula）東アジア・東南アジア越冬個体群  【第３版：7,500羽】 2,500羽

スズガモ（Aythya marila）亜種スズガモ mariloides 東アジア個体群  【第３版：3,000羽】 2,500羽

コケワタガモ（Polysticta stelleri）太平洋北部越冬個体群  【第３版：1,800羽】 1,050羽

シノリガモ（Histrionicus histrionicus）亜種シノリガモ pacificus 個体群（亜種全域） 1,000羽

コオリガモ（Clangula hyemalis）東アジア越冬個体群 7,500羽

クロガモ（Melanitta nigra）亜種クロガモ americana 東アジア個体群  【第３版：10,000羽】 4,000羽

ビロードキンクロ（Melanitta fusca）亜種ビロードキンクロ stejnegeri 個体群（亜種全域） 8,000羽

ホオジロガモ（Bucephala clangula）亜種ホオジロガモ clangula 東アジア越冬個体群  
 【第３版：750羽】 

10,000羽

ミコアイサ（Mergellus albellus）東アジア越冬個体群  【第３版：1,000羽】 250羽
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カモ科（つづき） 
種名（学名）個体群名 １％基準値

ウミアイサ（Mergus serrator）東アジア越冬個体群 1,000羽

カワアイサ（Mergus merganser）亜種カワアイサ orientalis 東アジア越冬個体群  750羽
 
ツル科 GRUIDAE 
種名（学名）個体群名 １％基準値

マナヅル（Grus vipio）韓半島・日本越冬個体群  【第３版：30羽】 35羽

ナベヅル（Grus monacha）韓半島・日本越冬個体群 85羽

タンチョウ（Grus japonensis）日本個体群  【第３版：8羽】 9羽
 
クイナ科 RALLIDAE 
種名（学名）個体群名 １％基準値

シマクイナ（Coturnicops exquisitus）中央アジア・東アジア個体群（種全域）  100羽

ヤンバルクイナ（Gallirallus okinawae）沖縄個体群（種全域）  【第３版：20羽】 15羽
 
タマシギ科 ROSTRATULIDAE 
種名（学名）個体群名 １％基準値

タマシギ（Rostratula benghalensis）アジア個体群  【第３版：未算定】 250羽
 
ミヤコドリ科 HAEMATOPODIDAE 
種名（学名）個体群名 １％基準値

ミヤコドリ（Haematopus ostralegus）亜種ミヤコドリ osculans 個体群（亜種全域）  100羽
 
セイタカシギ科 RECURVIROSTRIDAE 
種名（学名）個体群名 １％基準値

セイタカシギ（Himantopus himantopus）亜種セイタカシギ himantopus 東アジア・東南アジア個体群  1,000羽

ソリハシセイタカシギ（Recurvirostra avosetta）東アジア個体群  1,000羽
 
ツバメチドリ科 GLAREOLIDAE 
種名（学名）個体群名 １％基準値

ツバメチドリ（Glareola maldivarum）東アジア・東南アジア・オーストラリア個体群（種全域）  
 【第３版：750羽】 

20,000羽

 
チドリ科 CHARADRIIDAE 
種名（学名）個体群名 １％基準値

タゲリ（Vanellus vanellus）東アジア・東南アジア越冬個体群  【第３版：1,000羽】 10,000羽

ケリ（Vanellus cinereus）東アジア・東南アジア・南アジア個体群（種全域）  1,000羽

ムナグロ（Pluvialis fulva）東アジア・東南アジア・オーストラリア・オセアニア越冬個体群  1,000羽

ダイゼン（Pluvialis squatarola）東アジア・東南アジア・オーストラリア越冬個体群  1,300羽

イカルチドリ（Charadrius placidus）東アジア・東南アジア・南アジア個体群（種全域）  
 【第３版：100羽】 

250羽

コチドリ（Charadrius dubius）亜種コチドリ curonicus 中央アジア・東アジア個体群  
 【第３版：未算定】 

250羽

シロチドリ（Charadrius alexandrinus）亜種シロチドリ dealbatus 個体群（亜種全域）  1,000羽

メダイチドリ（Charadrius mongolus）亜種メダイチドリ stegmanni 個体群（亜種全域）  
 【第３版：未算定】 

200羽

オオメダイチドリ（Charadrius leschenaultii）東南アジア・オーストラリア越冬個体群  1,000羽
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シギ科 SCOLOPACIDAE 
種名（学名）個体群名 １％基準値

アマミヤマシギ（Scolopax mira）琉球諸島個体群（種全域）  60羽

コシギ（Lymnocryptes minimus）東アジア・東南アジア越冬個体群  100羽

アオシギ（Gallinago solitaria）亜種アオシギ japonica 個体群（亜種全域）  100羽

オオジシギ（Gallinago hardwickii）東アジア繁殖個体群（種全域）  1,000羽

チュウジシギ（Gallinago megala）中央アジア繁殖個体群（種全域）  1,000羽

タシギ（Gallinago gallinago）亜種タシギ gallinago 東アジア・東南アジア越冬個体群  10,000羽

オグロシギ（Limosa limosa）亜種オグロシギ melanuroides 個体群（亜種全域）  1,600羽

オオソリハシシギ（Limosa lapponica）亜種コシジロオオソリハシシギ menzbieri（含亜種 anadyrensis） 
 個体群（亜種全域）＊ 【第３版：亜種 menzbieri の１％値：1,300羽； 
 亜種 anadyrensis の１％値：1,500羽】 

1,700羽

オオソリハシシギ（Limosa lapponica）亜種オオソリハシシギ baueri 個体群（亜種全域）＊ 
 【第３版：1,700羽】 

1,600羽

＊オオソリハシシギの上記２つの亜種を区別できない場合は、条約湿地選定基準６適用指針に従い、上記２つのうち

１％基準値の大きいものの値（即ち、1,700羽）を適用することができる。 

コシャクシギ（Numenius minutus）シベリア北部繁殖個体群（種全域）  1,800羽

チュウシャクシギ（Numenius phaeopus）亜種チュウシャクシギ variegatus 東アジア・東南アジア越冬個 
 体群  

550羽

ダイシャクシギ（Numenius arquata）亜種ダイシャクシギ orientalis 東アジア・東南アジア越冬個体群  350羽

ホウロクシギ（Numenius madagascariensis）中央アジア・東アジア繁殖個体群（種全域）  380羽

ツルシギ（Tringa erythropus）東アジア・東南アジア越冬個体群  1,000羽

アカアシシギ（Tringa totanus）亜種アカアシシギ ussuriensis 南アジア・東南アジア越冬個体群  1,000羽

コアオアシシギ（Tringa stagnatilis）東アジア・東南アジア・オセアニア越冬個体群 【第３版：900羽】 10,000羽

アオアシシギ（Tringa nebularia）東アジア・東南アジア オーストラリア越冬個体群【第３版：550羽】 1,000羽

カラフトアオアシシギ（Tringa guttifer）北東アジア繁殖個体群（種全域）  【第３版：6羽】 8羽

クサシギ（Tringa ochropus）東アジア・東南アジア越冬個体群  1,000羽

タカブシギ（Tringa glareola）東アジア・東南アジア・オーストラリア越冬個体群  1,000羽

ソリハシシギ（Xenus cinereus）東アジア・東南アジア・オーストラリア越冬個体群  500羽

イソシギ（Actitis hypoleucos）東アジア・東南アジア・オセアニア越冬個体群  【第３版：300羽】 500羽

キアシシギ（Heteroscelus brevipes）シベリア中央部・東部繁殖個体群（種全域）  400羽

メリケンキアシシギ（Heteroscelus incana）北米北部繁殖個体群（種全域）  250羽

キョウジョシギ（Arenaria interpres）亜種キョウジョシギ interpres 太平洋・東南アジア越冬個体群  1,000羽

オバシギ（Calidris tenuirostris）東南アジア・オーストラリア越冬個体群  3,800羽

コオバシギ（Calidris canutus）亜種コオバシギ rogersi 個体群（亜種全域）  2,200羽

ミユビシギ（Calidris alba）東アジア・東南アジア・オーストラリア・ニュージーランド越冬個体群  220羽

トウネン（Calidris ruficollis）シベリア北東部繁殖個体群（種全域）  3,200羽

オジロトウネン（Calidris temminckii）東アジア・東南アジア越冬個体群  1,000羽

ヒバリシギ（Calidris subminuta）シベリア繁殖個体群（種全域）  【第３版：1,000羽】 250羽

ウズラシギ（Calidris acuminata）シベリア中央部・東部繁殖個体群（種全域）  1,600羽

サルハマシギ（Calidris ferruginea）東アジア・東南アジア・オーストラリア越冬個体群  1,800羽

ハマシギ（Calidris alpina）亜種ハマシギ sakhalina 個体群（亜種全域） 10,000羽

ヘラシギ（Eurynorhynchus pygmeus）シベリア東部繁殖個体群（種全域）  30羽

キリアイ（Limicola falcinellus）亜種キリアイ sibirica 個体群（亜種全域）  1,000羽

エリマキシギ（Philomachus pugnax）南アジア越冬個体群  1,000羽

アカエリヒレアシシギ（Phalaropus lobatus）北東アジア繁殖個体群  【第３版：未算定】 10,000羽

ハイイロヒレアシシギ（Phalaropus fulicarius）アラスカ・シベリア北部繁殖個体群  10,000羽
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カモメ科 LARIDAE 
種名（学名）個体群名 １％基準値

ウミネコ（Larus crassirostris）東アジア個体群（種全域）  【第３版：1,600羽】 10,500羽

カモメ（Larus canus）亜種カモメ kamtschatschensis 個体群（亜種全域）  【第３版：10,000羽】 1,000羽

ワシカモメ（Larus glaucescens）太平洋北部個体群（種全域） 5,700羽

ズグロカモメ（Larus saundersi）北東アジア繁殖個体群（種全域） 85羽

ミツユビカモメ（Rissa tridactyla）亜種ミツユビカモメ pollicaris 太平洋西部繁殖個体群 20,000羽
 
アジサシ科 STERNIDAE 
種名（学名）個体群名 １％基準値

コアジサシ（Sterna albifrons）亜種コアジサシ sinensis 個体群（亜種全域） 1,000羽

セグロアジサシ（Sterna fuscata）亜種セグロアジサシ nubilosa 個体群（亜種全域） 20,000羽
 
【謝辞】「水鳥の個体群推定」の出版を継続する国際湿地保全連合のご尽力、ならびに国際水鳥センサス参加者をはじ
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アジア・太平洋地域渡り性水鳥保全戦略 

 国内事務局 ［注］

（（財）日本野鳥の会 自然保護室） 

191-0041 日野市 南平２－３５－２ ＷＩＮＧ 

TEL 042-593-6871 / FAX 042-593-6873 

環境省インターネット自然研究所 

「渡り鳥生息地ネットワーク」 

http://www.sizenken.biodic.go.jp/flyway/ 

 

注：「アジア・太平洋地域渡り性水鳥保全戦略」は、

2006年 11月６日をもって発展的に解消し、現在は同

日発足した「東アジア・オーストラリア地域フライウ

ェイ・バートナーシップ」（ＥＡＡＦパートナーシッ

プ）に活動が移行しています。ただし、現在はまだ移

行期間中で、当該地域の活動体制および国内の活動体

制が確定しておらず、前戦略下における活動体制、組

織名称としました。 
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